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会員増強に ご協力をお願いします

男性 女性 合計

12月
会員数

540人 514人 1,054人

6年度
増減

＋52人 ＋81人 ＋133人

7
西浦町
朝食準備および補助

日～土
6：30～  9：30
派遣

お仕事情報

1/17~2/28の主な予定

まずは、お電話でお問い合わせください。担当から詳細をお知らせします。
また、下記以外にもありますので、事務局の就業ファイルを見に来てください。

２月の定例イベント（会員限定）

健康麻雀教室

7日(金)   ①10:00～ ②13:15～

10日(月) ①10:00～ ②13:15～

14日(金) ①13:15～ 

25日(火) ①13:15～ 

28日(金) ①10:00～ ②13:15～

18日(火)  

9:00～12:00
13:00～16:00

カラオケ同好会

「GAMAオケ」

【作業場開放日】

6日(木) 27日(木)

ハンドメイド

5日・12日
19日・26日
10:00～14:00

スマホを学べるカフェ！

20日(木)13:00~16:00

①13:00～②14:00～③15:00～
参加費：500円（コーヒー付き）
定 員：9名 申込み：事務局に電話
開催日前日(平日)までに

スマホカフェ

毎週水曜日

コーヒーサロン 

12日・26日 
10:00～

毎月第２第４水曜日

焼きいも販売 

予約承ります 

学びの質の向上のため、上記時間内で個
別形式(一人約45分程度)での対応をしま
す。ご予約時にご希望の時間（①13時～
②14時～③15時～のいずれか）をお伝え
ください。（個別対応時間外での在席を
拒むものではありません。）

「会員の増強」にご協力ありがとうございます

【新会員を紹介して頂いた方】

澤井 宏依さん    新井 恵さん

「茶房 がマッ茶」のご案内

場 所 蒲郡市生きがいセンター

1月28日(火)10:00～12:00

（予約不要 参加費無料）

２月14日(金)10:00～12:00
（予約不要 参加費100円※飲み物代として）

一般市民向け

会員向け

「切り絵おひな様」を作ろう

女性部会「がマダム1000」より

日 時：2月18日(火)10:00～12:00

場 所：蒲郡市生きがいセンター3Fホール
講 師：牧原知聖子会員
対 象：会員ならどなたでも
定 員：40名 参加費：無料
申込み：事務局まで電話(平日9時～17時)

座って出来る「体操教室」のご案内

☛1ポイント付与

日 時：2月13日(木) 13:30～

場 所：生きがいセンター401
対 象：会員ならどなたでも 定 員：23名
参加費：無料 申込み：事務局まで電話(平日9時～17時)

「オカリナ」の会

☛1ポイント付与

日 時：2月27日(木)10:00～12:00

場 所：蒲郡公民館 調理室
対 象：会員ならどなたでも（昨年の油菓子作りに

参加されていない方を優先します）
持ち物：エプロン、三角巾、手拭きタオル
参加費：400円
定 員：16名
申込み：参加費400円を持参の上、事務局まで

（平日9時から17時まで）

蒲郡の郷土菓子

「油菓子」を作ろう

料理教室
「一つ星クッキング」イベント ～スイーツ編～

チラシで作る「卓上ごみ箱」

☛1ポイント付与

受付は1/22～

ペーパーレス化への取り組み

入園入学グッズ販売中！
お孫さんにいかがですか？

毎月第2、第4の月曜日と金曜日を基本に
活動します。新規に参加希望の方は事務局
までご連絡ください。

事務局だより及び配分金明細書が不要の方は
事務局へお知らせください(0533-69-0316)

現在、会員さん全員に事務局だより、また請負で就業され

ている方は配分金明細書を郵送させていただいております。

（派遣就業の方へは圧着はがきを別途郵送しています）本

年度よりご登録をいただいております会員専用webサイト

「Smile to Smile」のさらなる活用を予定しております。

現在郵送させていただいております「事務局だより」及び

「配分金明細書」の郵送が不要の方は「Smile to Smile」

での配信に切替させていただきますので、事務局へお申し

出ください。

※お申し出いただいた方は郵送が

なくなり、「Smile to Smile」

でご確認いただくことになります。

【確認フローチャート】

Smile to Smile
の登録は完了し
ましたか？

はい

ご自分で
登録出来
ますか？

「事務局だより」
「配分金明細書」

両方の郵送は不要ですか？

「事務局だよりの
郵送は

不要ですか？

登録サポートしま
すので事務局にご
連絡ください

はい

いいえ

いいえ
いいえ はい

事務局へご連絡ください。
切替後は「Smile to Smile」で
配信し、郵送はなくなります

事務局への連絡は不要です

事務局だより 配分金明細書

※スマホをお持ちでない方は
登録できません

2月 10日 （月） 10:00/13:15 健康麻雀クラブ

12日 （水） 9:30 入会説明会

12日 （水） 10:00 コーヒーサロン オープン日 14時まで

12日 （水） 10:00 焼き芋販売

13日 （木） 13:30 オカリナの会

14日 （金） 9:00 合同企業説明会＠市民会館

14日 （金） 10:00 がマッ茶

14日 （金） 13:15 健康麻雀クラブ

17日 （月） 10:30 扶桑町シルバー人材センター視察受入れ

18日 （火） 9:00 シルバーカラオケ同好会

18日 （火） 10:00 座って出来る健康体操

18日 （火） 14:00 理事会

19日 （水） 10:00 コーヒーサロン オープン日 14時まで

20日 （木） 13:00 スマホカフェ

25日 （火） 13:15 健康麻雀クラブ

25日 （火） 米原市シルバー人材センター視察研修

26日 （水） 大野市シルバー人材センター視察研修

26日 （水） 10:00 コーヒーサロン オープン日 14時まで

26日 （水） 10:00 焼き芋販売

27日 （木） 9:00 ハンドメイド【開放日】

27日 （木） 10:00 料理教室（油菓子を作ろう）

28日 （金） 10:00/13:15 健康麻雀クラブ

28日 （金） 11:30 東三河会長・局長会議＠田原市

№ 就業場所 業務内容 就業日 就業時間 備考

1 竹谷町 開店前清掃（トイレ・床・ごみ回収等） 週３日～４日 7：00～10:30 請負

2 大塚町 清掃業務（トイレ・通路・食堂他） 月・水・木 10:15～13:15 請負

3 相楽町 敷地内清掃業務
*6～10月・・・16日/月(シフト表による) 9:00～12:00
*その他の月・・・毎週金曜日 9:00～15:00

請負

4 大塚町 運転業務 月～金
7：00～9:00／16:00～17:30
（朝夕の2回出勤）

派遣

5 三谷町 洗い物（レストラン） 日から土で応相談（水曜休み）
12：30～14：30
客数によって13:30で終わることもあり

派遣

6 三谷町 客室清掃業務
日から土で応相談（シフト計画によ
る）
*勤務日程は繁忙期/閑散期で増減あり

9:30～13:30頃 派遣

7 三谷町
レストランのレジ（*タブレットタイプ）＆
ウエイター（接客）
*パソコンを使える方は対応出来る

日から土で応相談
（水曜休み） シフト計画による
*勤務日程は繁忙期/閑散期で増減あり

10:00～14:30 派遣

8 西浦町 洗い物
月、金～日（火～木：休み）
金はPMのみ

①10:00～12:00
②18:00～21:30

派遣

9 海陽町 調理補助、盛り付け、配膳 等
月～日 週3日～
夏休み等長期休暇は就業無し

15:00～20:00 派遣

10 宝町
入荷生地の加工準備作業
・生地ミシン掛け、積み込み、運搬（ハンドリフト作
業あり）

週３日程度
①8:30～12:30
②13:30～17:30

派遣

11 栄町
介護士の補助業務(病棟勤務)
・食事配膳、お茶提供、ごみ収集、印刷物の配付、
シーツ交換 等

週３日程度
①8:30～12:30
②13:30～17:30（08:30～17:30）

派遣

12 東幡豆町 撚糸加工・糸巻き作業、撚糸原材料の運搬月～金 8:00～17:00の間4時間程度 派遣

13 形原町 金属部品のメッキ加工前後処理作業 月～金 12:00～14:00 派遣

14 形原町
樹脂成形品の検査
成形品の製造・検査経験者が望ましい

月～金
13:00～16:00
（若干の増減の可能性あり）

派遣

いきいきだより新春号でもお知らせしたとおり、令和７年４月から契約方法の見直しを行います。
詳しい内容を裏面に掲載していますので、ご一読ください。

①エプロンセット

（エプロン・ナフキン・エプロン入れ） 1,400円

② コップ袋3枚セット 1,200円

③ ①＋コップ袋+手提げかばん+シューズ入れ 2,900円

請負で就業していますか？

いいえ

はい いいえ

スタート

① ② ③

センターにて入園入学グッズを販売しています。
入園・入学されるお子様がいらっしゃるご家庭に
いかがでしょうか。

はい

1月 17日 （金） 10:00/13:15 健康麻雀クラブ

21日 （火） 9:00 シルバーカラオケ同好会

21日 （火） 10:00 座って出来る健康体操

21日 （火） 14:00 理事会

22日 （水） 10:00 コーヒーサロン オープン日 14時まで

22日 （水） 10:00 焼き芋販売

23日 （木） 9:30 会員登録会

23日 （木） 13:30 知立市シルバー人材センター視察受入れ

24日 （金） 9:00 ハンドメイド【開放日】

27日 （月） 10:00/13:15 健康麻雀クラブ

27～28日 東海市SC職員・愛知県SC連合職員研修受入れ

28日 （火） 13:00 スマホカフェ

29日 （水） 10:00 コーヒーサロン オープン日 14時まで

30日 （木） 14:00 衛生委員会

30日 （木） 14:00 ハンドメイド【作ろう会】

31日 （金） 10:00/13:15 健康麻雀クラブ

31日 （金） 13:30 西尾市シルバー人材センター視察受入れ

2月 4日 （火） 9:30 女性限定入会説明会

5日 （水） 10:00 コーヒーサロン オープン日 14時まで

6日 （木） 9:00 ハンドメイド【開放日】

7日 （金） 10:00/13:15 健康麻雀クラブ



会員の皆さまへ

令和5年5月12日に、いわゆる「フリーランス法」(「特定受託事業者に係る取引の

適正化等に関する法律」)が公布されました。この法律の趣旨※及びフリーランス法

の施行（令和６年11月）を踏まえ、シルバー人材センターの会員が請負・委任の形

態で就業する契約について、令和７年４月から契約方法の見直しを行います。

シルバー人材センターが発注者から受託した仕事を会員に再委託する現行の契約方

法は、発注者と会員との間で直接的な契約関係が生じる構造となっていません。

このため、会員の皆さまがフリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業で

きる環境を整備する必要があります。また、厚生労働省からも、シルバー人材セン

ターの契約方法について見直しを行うよう方針が示されています。

皆さまにおかれましては、契約方法見直しへのご理解をお願いします。

「フリーランス法」の制定を踏まえて

就業機会の提供に関する契約関係を見直します

■ 見直しのイメージ

※フリーランス法とは？

個人が事業者（特定受託事業者。いわゆるフリーランス。「シルバーの会員」も該当）とし

て受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業

務委託をする事業者（特定業務委託事業者。いわゆる発注者）に対して、給付の内容（いわ

ゆる報酬）その他の事項の明示が義務付けられています。

発注者

センター

会員

発注・業務委託

マッチング・再委託

請
負
・
委
任

契
約
関
係

発注者

センター

会員

利用申込

サポート

請
負
・
委
任
契
約
関
係

総
合
調
整 

・ 

マ
ッ
チ
ン
グ

請
負
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委
任

契
約
関
係

図１ 図２

【現行】 【変更後】

契約方法の見直しによる現行との変更点

形式的には発注者と会員との間で契約関係が生じることになりますが、実務面

では現在と基本的に変わるところはありません。センターは、発注者と会員の

間に入って様々な調整を行います。依頼された仕事の履行や会員が安心して働

くことができる環境の確保等についても、現在と同じようにセンターが責任を

もって対応します。

会員の皆さまには、今までどおり安心して仕事に就いていただき、就業に関し

て何かお困りのこと等があれば、遠慮なくセンターにご相談ください。

発注者とセンターの間で契約を締結することに変わりはありませんが、今後は

原則として、就業を予定する会員に対して、業務の内容や報酬の額などをお示

し（口頭説明を含む）します。その上で、当該業務を受けるかどうか判断いた

だき、同意いただくことになります。同意いただくことで発注者との間に契約

関係が成立することになります。

なお、発注者が事業者の場合は、就業前に業務内容や報酬の額などを記載した

「会員業務仕様書」を書面または電磁的方法により明示することとなります。

会員への「会員業務仕様書」の明示について、来所による手渡しや郵送等では、時

間や事務負担がかかり非効率となります。

そのため、センターでは、「会員業務仕様書」の内容をスマートフォン等で会員が

自ら確認できるようなデジタル明示の仕組みを進めています。すでにスマートフォ

ンに慣れ親しんでいる会員におかれましては、出来るだけデジタル明示を可能とす

るシステム登録をお願いします。（詳しくはセンター職員にお尋ねください）

配分金については、これまでと同様「雑所得」として扱われます。また、所得

金額の計算に際して、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用され、必要経

費として55万円まで認められることについても現行と変わりません。

１ 会員とセンターの関係

２ 業務仕様書への同意

３ デジタル化による対応について

４ 報酬の扱いについて


	スライド 2
	スライド 3

